
いきいき
健康

だより
総合福祉センター☎42局8812番

健康や各種健（検）診
についての
お知らせですHealthINFOR

MATION

母子健康手帳の交付

乳幼児健診・相談
　10 月の乳幼児健診は次のとおりです。該当者
には事前に通知をしています。ご確認ください。
●とき　健診の内容によって異なりますので詳

細は通知（案内）書をご確認
ください

●ところ　総合福祉センター保
健棟

●内容　身体測定・問診・小児
科医診察・育児相談・栄養相
談など

健診内容 期　日 生年月日

４か月健診 10 月 10 日（木） 平成 25 年 5 月 23 日から
平成 25 年 06 月 17 日生まれ

７か月健診
10 月 24 日（木）

平成 25 年 3 月 1 日から
平成 25 年 03 月 28 日生まれ

12 か月健診 平成 24 年 10 月 01 日から
平成 24 年 10 月 31 日生まれ

１歳半健診
10 月 3 日（木）

平成 24 年 03 月 13 日から
平成 24 年 04 月 3 日生まれ

３歳児健診 平成 22 年 09 月 13 日から
平成 22 年 10 月 3 日生まれ

乳幼児相談
（身体測定・育児・栄養相談）

10 月 23 日（水） 平成 25 年 8 月 27 日から
平成 25 年 09 月 23 日生まれ

※乳幼児相談は、どなたでもお気軽にお越しください。（申込不要）

妊娠がわかったら、早めに母子健康手帳の交
付を受けましょう。妊娠中の生活や制度などに
ついて保健師が説明します。
●とき　10 月２日、９日、16 日、23 日、30 日

の午前 10 時から 11 時 30 分まで①必ず妊婦さん本
人がお越しください②原則、毎週水曜日の交付で
すが、都合がつかない場合は相談に応じます

●ところ　総合福祉センター保健棟　
●必要なもの　妊娠届出書（ある人のみ）

　健（検）診は身体の状態をチェックできるよい機
会です。対象者の人は、健（検）診項目・日程を確
認し、ぜひ受けてください。

●申し込み方法　申込書がお手元にある人は郵送して
ください。届いていない人は総合福祉センターまで
ご連絡をお願いします。

●健（検）診内容　各種がん検診（胃がん・肺がん・
大腸がん・前立腺がん・子宮がん・乳がん・肝炎ウィ
ルス）、結核検診、基本健診、特定健診

●申し込み・問い合わせ　総合福祉センターまで

期　日 場　所 受付時間など
10 月 16 日（水）

総合福祉センター

午前８時 30 分から
　　10 時 30 分まで

※結果説明会は
　後日行います

10 月 17 日（木）
10 月 18 日（金）
11 月 17 日（日）
11 月 18 日（月）
11 月 19 日（火）

秋の総合健（検）診のお知らせ
「くらて元気まつり」の際に肝胆エコー検診を実

施します。検診料は無料です。
●とき　10 月 27 日（日）　午前８時 30 分から
●ところ　中央公民館
●対象者　40 歳以上の住民（昨年受けられた人で、
結果が異常なしの人の申し込みはご遠慮ください）

●申し込み方法　９月 30 日（月）より受付を開始。
定員になり次第締め切ります（先着 100 人）

みんなで楽しく料理をしましょう。身近な材料で
作れる簡単なメニューです。
●とき　11 月９日（土）午前 10 時から午後１時ま

で 
●対象者　男性
●ところ　総合福祉センター保健棟　　　
●参加費　300 円
●持ってくるもの　エプロン、三角巾
●申し込み期限　11 月１日（金）まで

予防接種
ＢＣＧの予防接種の集団接

種は平成 25 年９月をもって終
了しました。今後はかかりつけ
の医療機関で個別の接種とな
ります。
●対象年齢　生後 12 か月まで
（標準接種年齢は、生後５か
月から８か月）となっています。この期間に忘
れず、必ず接種するようにしましょう。 

肝胆エコー検診

男性の料理教室
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年
金
の
請
求
手
続

老
齢
基
礎
年
金
は
、
25
年

の
受
給
資
格
期
間
を
満
た
し
た

人
が
、
65
歳
に
な
る
と
支
給
さ

れ
ま
す
。

し
か
し
、
老
齢
基
礎
年
金

な
ど
の
公
的
年
金
は
、
支
給
さ

れ
る
条
件
が
そ
ろ
え
ば
自
動
的

に
支
給
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
本
人
が
、
必
要
な
書

類
を
提
出
し
て
、
そ
れ
が
認
め

ら
れ
て
、
は
じ
め
て
支
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
年
金
の

請
求
を
行
え
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
年
金
を
受
け
取
れ
な
い
と

誤
解
さ
れ
、
年
金
の
請
求
も
れ

が
生
じ
て
い
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

●
加
入
期
間
が
25
年
未
満
の
人

年
金
の
加
入
期
間
は
、
保

険
料
を
納
め
た
期
間
と
免
除
期

間
の
合
計
で
す
。
こ
の
加
入
期

間
が
25
年
未
満
で
も
、「
カ
ラ

期
間
」
と
合
わ
せ
て
25
年
以
上

あ
れ
ば
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給

資
格
期
間
を
満
た
し
た
こ
と
に

な
り
ま
す
。   

そ
の
ほ
か
、
生
ま
れ
た
年

な
ど
に
よ
り
25
年
未
満
で
も
年

金
を
受
け
取
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

※
カ
ラ
期
間
と
は

年
金
の
額
に
は
反
映
さ
れ

ま
せ
ん
が
、
25
年
の
受
給
資
格

期
間
に
は
含
ま
れ
る
期
間
の
こ

と
で
す
。
主
な
カ
ラ
期
間
は
、

国
民
年
金
に
任
意
加
入
で
き
た

人
が
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
な

ど
、
次
の
３
つ
の
期
間
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

①
会
社
員
（
厚
生
年
金
等
の
加

入
者
）
の
配
偶
者
で
あ
っ

た
期
間
の
う
ち
昭
和
61
年

３
月
ま
で
の
間
で
国
民
年

金
に
任
意
加
入
し
て
い
な

か
っ
た
期
間

②
日
本
国
籍
を
有
し
、
海
外
に

在
住
し
て
い
た
期
間
（
任
意

加
入
で
き
な
か
っ
た
昭
和

61
年
３
月
以
前
の
期
間
を

含
め
ま
す
）

③
学
生
で
あ
っ
た
期
間
の
う
ち

平
成
３
年
３
月
ま
で
の
間

で
国
民
年
金
に
任
意
加
入

し
て
い
な
か
っ
た
期
間

　

※
カ
ラ
期
間
を
合
わ
せ
て
も

25
年
に
満
た
な
い
人
は
60

歳
か
ら
70
歳
に
な
る
ま
で

の
間
に
、
国
民
年
金
に
任
意

加
入
す
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。
こ
の
場
合
の
保
険
料
の

額
は
、
一
般
の
第
一
号
被
保

険
者
と
同
様
、
平
成
25
年
度

は
月
額
一
万
五
千
四
十
円

と
な
っ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、

任
意
加
入
者
に
は
免
除
制

度
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

　
　

任
意
加
入
に
つ
い
て
は
、

年
金
事
務
所
ま
た
は
役
場

保
険
健
康
課
保
険
年
金
班

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
年
金
の
受
給
開
始
を
66
歳
以

降
に
繰
り
下
げ
て
い
る
人

65
歳
時
に
年
金
の
受
け
取

り
開
始
時
期
の
繰
り
下
げ
を
希

望
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
後
請

求
手
続
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
年

金
は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
。
請
求

が
70
歳
を
過
ぎ
る
と
不
利
益
が

生
じ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ

い
。

●
厚
生
年
金
の
加
入
期
間
の
あ

る
65
歳
以
上
の
人

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が

あ
り
、
年
金
を
受
け
取
る
資
格

を
満
た
し
て
い
る
人
は
、
65
歳

か
ら「
老
齢
厚
生
年
金
」と「
老

齢
基
礎
年
金
」
の
２
種
類
の
年

金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
受

け
取
っ
て
い
る
人
は
受
け
取
っ

て
い
な
い
年
金
に
つ
い
て
も
請

求
を
し
て
く
だ
さ
い
。

●
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年
金

が
受
け
取
れ
る
人

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が

１
年
以
上
あ
る
な
ど
の
要
件
を

満
た
し
て
い
る
人
に
支
払
わ
れ

る
「
特
別
支
給
の
老
齢
厚
生
年

金
」
に
つ
い
て
は
65
歳
に
な
る

前
に
請
求
し
て
も
年
金
額
が
減

ら
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
速
や
か
に
請
求
し
て
く
だ

さ
い
。

●
60
歳
以
上
で
会
社
に
お
勤
め

の
人

60
歳
以
上
で
会
社
に
勤
め

て
い
る
間
の
老
齢
厚
生
年
金

は
、
給
与
の
額
な
ど
に
応
じ
て

支
払
額
の
調
整
が
行
わ
れ
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
が
、
全
額
停
止

と
な
る
場
合
を
除
き
、
年
金
の

全
部
ま
た
は
一
部
を
受
け
取
れ

ま
す
。
在
職
中
の
人
も
、
受
給

資
格
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
年
金
の
請
求
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。
退
職
し
て
か
ら
年
金

の
請
求
手
続
を
行
う
と
、
在
職

中
に
支
給
さ
れ
た
は
ず
の
年
金

を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
の
事
例
に
心
当

た
り
の
あ
る
場
合
は
年
金
ダ

イ
ヤ
ル
（
０
５
７
０
）
０
５

局
１
１
６
５
番
（
Ｉ
Ｐ
電

話
・
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
（
０
３
）

６
７
０
０
局
１
１
６
５
番
）
ま

た
は
直
方
年
金
事
務
所
２
２
局

０
８
９
１
番
ま
で
お
早
め
に
相

談
く
だ
さ
い
。

年
金
の
請
求
を

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

国民年金からの
お知らせです  年金の

そこが知りたい
役場保険年金班☎42局2111番
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